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【片山電力市場整備課長】 それでは、定刻となりましたので、ただいま

い

ご

 前回の小委員会では、原子力部会の議論をご紹介させていただき、その後、

とその効果及び評価について委員の皆様方にご審議をいただきました。本日は

る評価についてご審議いただきたいと思います。 

れでは、まず資料の確認をさせていただきます。お手元の資料をごらんく

が第３回の議事録、資料５が第４回の議事録となっております。過不足ござい

か。 

 それでは、ここからの議事進行は金本委員長にお願いいたします。よろしく

き

柳

よりご欠席ということでございます。 

 それでは、資料３、効率化に関する評価について事務局からご説明いただき

分けさせていただきまして、まずⅠの電力小売市場に関する評価のご説明の後

に

 それでは、よろしくお願いいたします。 

【片山電力市場整備課長】 お手元資料３をごらんいただければと思います。

 １枚めくっていただきまして目次でございますが、電力の小売市場に関する

卸電力市場に関する評価、３番目に卸電力取引所に関する評価、３つのパート

おります。 

 まず、小売市場に関する評価でございますが、初めに電気料金の推移、それ

肢の確保状況、電気事業者のその他の取組、制度改革が電気料金に与えた影響

４つのパートに分かれております。 

小委員会 

エネルギー調査会電気事業分科会第５回制度改革評価小委員会を開催させて

 本日は、皆様ご多用中のところご出席をいただきまして、誠にありがとう

 そ

 資料１といたしまして議事次第、資料２が委員名簿、資料３が効率化に関す

【金本委員長】 それでは、早速でございますが、議事を始めさせていただ

 本日は、お忙しいところお集まりいただきましてありがとうございます。

だくということにさせていただきたいと思います。残りはその後ということ

ます。 

 - 1 -
資料 ３ 

２月７日（火） 

から総合資源

ただきます。 
ざいます。 

欧米の制度改革

、効率化に関す

ださい。 

る評価、資料４

ませんでしょう

お願いします。 

ます。 

川委員は所用に

ますが、２つに

、ご議論をいた

させていただき

 

評価、それから

から構成されて

から需要家選択

の定量的分析と



 ４ページ目をごらんいただければと思います。 

 電気料金の長期的な推移といたしまして、平成６年度から17年度上期までの料金の推移を

グラフ化しております。見ていただければわかりますように、グリーンのどんどん自由化をさ

れてきた電力料金というものも下がっておりますし、それにつれてそれと同じような歩調で規

制部門である電灯料金につきましても下がっているというのがうかがえるかと思います。 

きますと、この10年間で約17％低下をしているということで

も低下をしている

というのが読み取れるかと思います。 

 次に５ページでございますが、それでは、自由化部門の料金推移がどうなっているかという

ことを特別高圧の料金の推移ということで見ております。ここでは、平成12年度の上期と平

3％、業務用で約

 次に６ページでございますが、それでは、直近の推移はどうかということでございます。直

近で見ましても、特別高圧、それから高圧という分野でも低下傾向ないしは横ばいでの推移と

いうふうになっております。これを右側に燃料費の推移というグラフがございますが、最近燃

中でも料金はほぼ

 なお、燃料費の推移につきましては、これは自由化部門におきましても、燃料費の調整条項

というのが入っている契約が多いということを踏まえまして、半年間時制をずらした上で比較

をさせていただいております。そういう意味でいきますと、今一番直近の上昇というところに

前の比較ではこう

 それから７ページでございますが、託送料金の推移でございます。特別高圧、それから高圧

両方の託送料金とも低下をしているということでございます。特別高圧につきましては、平成

12年から17年にかけて約20％の低下、高圧につきましても16年から17年にかけて約10％の低

下というふうになっております。これは平均で見た場合でございます。各社別に見た場合でも

託送料金というのは着実に低下をしていると言えるのではないかと思います。 

 次に８ページをごらんいただければと思います。 

 ８ページは、電気料金の国際比較を為替レート、ドルで統一をして比較したものでございま

す。99年と2004年を比較をしてみた場合、内外価格差というのが着実に縮小していると言え

 平均的な料金の単純比較でい

ございます。また、自由化対象だけじゃなくて、規制対象需要に対する料金

成17年度の上期の単純比較でいきますと、料金全体で約15％、産業用で約1

30％の価格低下というのが実現をしております。 

料価格というのは上がっておるわけですけれども、このように燃料が上がる

横ばいないし低下傾向にあるというのが読み取れるかと思います。 

ついては、データの制約から比較はできておりませんが、約１年ないし半年

いうふうになっているということでございます。 
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るのではないかというふうに思います。アメリカとの格差というのは産業用で見ても0

ら0.40になっている。あるいはイタリアとの比較でいいますと、0.6から1.27と

.27か

いうふうに日

いかと思います。 

 以上の料金推移ということにつきましてまとめたのが９ページでございます。９ページでは、

平成７年度の制度改革開始以降、我が国の電気料金単価は約17％低下をしていて、国際比較

内外価格差は着実に縮小をしている。欧米で近年の原油価格等の高騰により電気料

いかということで

ございます。 

 最後に、電力会社の経営効率化等により、自由化対象需要料金だけでなく、規制対象である

託送料金や電灯料金についても低下をしているというふうにまとめられるのではないかと思っ

要家選択肢の確保状況ということで、まずこれは特定規模

電気事業者、いわゆるＰＰＳの事業者数の推移ということでございます。平成12年にこの制

度ができて以降、事業者数は着実に増加をしておりまして、現在当省に届け出られているので

23事業者あるということでございます。 

11ページでございますが、ＰＰＳの販売電力量のシェアがどういうふうに推移して

ラインが高圧でご

ざいます。順調にシェアというのは伸びておりまして、昨年の11月現在で特別規模需要全体

で約２％、特別高圧で約４％、高圧で0.5％のシェアというふうになっているということでご

ざいます。 

電力量にきているということでございます。 

 次、13ページでございますが、これを地域別のシェアということで見たものが13ページで

ございます。 

 これで見ますと、東京電力管内というところが一番販売量のシェアが高いという図になって

おりまして、次に関西電力管内、次が九州電力管内といったような分布になっているというこ

とでございます。 

 それから、次の14ページでございますが、これを周波数帯別に見て、西、東を分けてみま

すと、東日本というのがやはり参入の実績が多いということがうかがえるかと思います。 

本と比べ、日本の方が低い水準となっているということが読み取れるのではな

においても

金が高騰している一方で、我が国の電気料金は近年においても横ばいではな

ております。 

 次に10ページでございます。需

 次に、

いったのかということでございます。ブルーのラインが特別高圧、レッドの

 次の12ページでございますが、これは販売電力量でｋＷｈで見たものでございます。これ

も季節ごとの変動というのはございますけれども、おおむね単月で約10億ｋＷｈという販売
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 次に、15ページでございますが、これを業産区分に分けてみたものでございます。これで

見ますと、特別高圧の業務用というところに集中していることがうかがえる

別高圧業務用で見ますと20％を超えるシェアになっている。他方

かと思います。特

で、その他の区分のところ

というのはシェアは非常に低い状況でとどまっているということでございます。 

 次に16ページでございます。16ページの数字は、これは当省がＰＰＳに対してアンケート

立地計画というの

270万ｋＷの大規

模な、これは足し上げてということでございますが、発電所の運開が予定されているというこ

とでございまして、これがすべて予定どおり運開されますと、21年度以降に約500万ｋＷぐら

いの自主電源ができるというのがアンケートからうかがえるということでございます。 

いうふうになる

かということでございまして、仮に各電力会社の供給区域ごとに計算しますと、すべての市場

において指数は非常に大きくて、外形的にはほぼ独占的な競争状態になります。仮に、周波数

帯別に50Ｈｚ、60Ｈｚということで東西を分けますと、東と比較して西におけるＨＨＩ指数

見た場合には、外

るということでご

ざいます。 

 次に、18ページでございます。18ページは電気料金の各社比較ということをやったもので

ございます。これは、電力量収入というものを電力の販売電力量の合計で割り算をした平均の

度から平成16年度、この10年

でございます。直

接的な電力間競争というのはほとんど行われていないものの、潜在的な競争圧力によって、料

金の低下、あるいは格差の縮小というものが行われているというふうに言えるかと思います。 

 以上がデータで追えるものでございまして、19ページ以降が需要家サイドへのアンケート

調査からうかがえる需要家選択肢の確保状況についての分析でございます。 

 まず、初めに19ページのグラフでございますけれども、電力自由化によりまして、料金規

制がなくなったということを認識しているかどうかという設問に対しては、全体で約８割の需

要家が料金というものが自由に設定されるということを認識しているということでございます。

需要種別に見ますと、特別高圧の認知度が約９割と高くて、高圧の500ｋＷ以上、あるいは高

調査をやった数字でございます。これによりますと、今後３年間のＰＰＳの

は、全国で約130万ｋＷになっております。さらに、平成21年度以降に、約

 次に17ページでございます。17ページは、今までＰＰＳのシェアというのを出しておりま

したけれども、これをHerfindahl-Hirschman Indexで置きかえてみるとどう

というのは小さくて外形的には競争的な数値に近づくと。仮に、全国一つで

形的には適度な競争状態と、仮にこういうふうに分けて試算をすればこうな

単価というものを出しております。これで見ますと、平成６年

間で電力会社間の料金格差というのは約３分の１に縮小しているということ
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圧の50から500ｋＷと、規模が小さくなるに従って認知度は低下はするものの、５割以上の需

業として供給する

ことができるかどうか、それを知っているかどうかということでございますが、これでも

73％の需要家がそういう仕組みになっているということを認知しているという結果になって

も高く、以下高圧500ｋＷ以上、それから高圧

して自由化に対

する認識割合というのは高いのではないかと思われます。 

 次の20ページでございます。20ページは、需要家の方から見て、電力会社からの情報提供、

その内容が満足いくものかどうか、あるいは情報提供の手段が満足いくものかどうかというも

の電力会社からの情報提供については、約半数の需

ＰＳの情報提供に

ついては、十分と認識している事業者は非常に少なくて、むしろ３割以上が十分でないと認識

しているという結果がここであらわれております。 

 次に21ページでございますが、次は需要家が実際に電気事業者の比較検討をやったことが

ている需要家が、

7％

の需要家が比較検討をしていると答えておりまして、逆にしていないというのが約82％とい

うことでございます。具体的にどこと比較検討したのかということを実際に「やった」と答え

た需要家に対して問うたところ、ＰＰＳと比較したという需要家が41％、地元以外の電力会

と５割近い需要家

が自家発と比べているという結果になっております。また、ガスや石油製品など、ほかのエネ

ルギーと比較したという需要家が10％にとどまっているということでございます。 

 それから右を見ていただきますと、自由化以降地元の電力会社と引き続き契約している需要

家になぜ電気事業者を変更しないのかと理由を聞いたものでございます。これによりますと、

約５割の需要家が地元の電力会社に満足しているからほかと比較検討していないと答えている

と。他方で、地元の電力会社以外の電気事業者から十分な情報提供がないからという需要家も

４割弱いるということになっている。また、比較検討する方法がわからないという需要家も２

割いるという結果になっております。 

要家というのがここでも認知をしているということでございます。 

 右側でございますが、電力会社がみずからの供給区域外に特定規模電気事

おります。需要種別に見ますと、特別高圧が最

の50から500ｋＷというふうになっているということでございまして、全体と

のを聞いたものでございます。全体に地元

要家が十分であると認識している一方で、地元以外の電力会社、それからＰ

あるかどうかというのを問うたものでございます。現在、電力会社と契約し

現行契約の締結時に比較検討を行ったかどうかというのを聞いておりますが、全体で約1

社というのが18％ということでございます。ここで、その下でございますけれども、自家発

と比べたという需要家というのが実は２つ分かれておりますけれども、足す
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 次に、22ページでございます。22ページは、今の需要家の契約に対する満足度を聞いたも

のでございますが、ＰＰＳと契約している需要家の満足度は６割、満足して

は約６％でございます。電力会社と契約し

いないという回答

ている需要家の満足度は約40％、満足していない

という回答が約７％という結果になっております。 

 次に、今後契約更新時に比較・検討するかどうかという問いでございますが、全体の35％

較・検討先として

また、恐らく昨今のエネルギー価格の上昇というのを受けてだと思われますけれども、自家発

というのを比較・検討先に挙げている需要家というのは非常に数が少なくなっているというこ

とでございます。 

 小売部門の部分自由化開始以降、新規参入者の数及びシェアは着実に増加はしておりますが、

未だ規模としては小さく、地域差や業務形態による差が見られる。参考としてＨＨＩ指数を算

出したところ、供給区域ごとの指数は9,000以上であったが、東西に分けますと、それぞれ約

ます。 

契約変更時における契約先の比較対象としては、ＰＰＳと並んで地元以外の電力会社を挙げて

いるところが多い。 

 また、自由化部門の需要家からは、供給事業者との契約について一定の満足度を得られてい

更の可能性という

 以上のことをまとめますと、現状ではシェアの面では十分な競争状態にあるとは必ずしも言

えないものの、電気料金の低下や、料金格差の縮小などを見ると、潜在的な競争圧力が働いて

いるのではないかということでございます。 

 なお、今後もＰＰＳによる大規模な電源計画が予定されていることや、あるいはパンケーキ

の廃止や取引所の創設といった新しい制度が昨年の４月より開始をされて、全国的な広域流通

に関する環境整備が図られたばかりであるということを踏まえると、今後の市場の動向につい

ては引き続き注視をしていくということが必要なのではないかとまとめさせていただいており

ます。 

の需要家が今後比較・検討したいというふうに回答しておりまして、その比

は、ＰＰＳを挙げる需要家が67％、地元以外の電力会社というのは54％となっております。

 次、24ページに、以上の分析から需要家選択肢の確保状況についてまとめさせていただい

ております。 

5,000、2,000、全国一つにしますと、1,800程度であったということでござい

 他方で、料金格差というものは、この10年間で約３分の１に縮小している。また、将来の

るという結果になっていますが、他方で今後の契約変更時における事業者変

のもうかがえるという結果になっております。 
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 次に、電気事業者のその他の取組、サービス面での取組ということで、こ

の方にアンケート調査をさせていただきまして出てきたものをここで並べて

定量的に示せるようなデータがつくれればよかったんですが、

れは電力会社さん

おります。ただ、

なかなか難しくてこういう取り

組みをやっておりますという事例をご紹介するだけにとどまっております。 

 １つが料金メニューの多様化ということで、需要家の負荷形態、あるいはニーズに応じたよ

料金メニューの提示というのをやっている。あるいは、関連サービスの展開と

するような取り組

みをやっている。 

 次の26ページでございますけれども、事業基盤強化に向けた取り組みということで、需要

家向けの技術開発、エコキュートですとか、高効率ヒートポンプなどの開発、市場投入といっ

組みをやっている

 その結果、自由化開始以降、各社多様な営業努力はやられているということではないか。こ

れらの取り組みというのは、料金の低下以外に自由化のもたらした成果ということではないか

というふうにまとめさせていただいております。 

28ページに簡単に手法の方をまとめさせていただいております。 

 これは、たしか第２回の制度改革評価小委員会でこういう枠組みで分析をさせていただきま

すということをあらかじめご了承いただいた上で分析をしているものでございます。 

 手法の詳細については割愛をさせていただきまして、29ページ以降に結果をまとめさせて

のかということですけれども、まず電気料金は先ほどご説明しましたように、一貫して低下を

しているわけでございますが、それを外的な要因というものを取り出して、その残りというの

を制度改革要因というふうに位置づけているという分析でございます。外的要因として一番効

いていますのは長期金利の低下、これで４割が説明できる。それから需要の増加の鈍化、これ

で16％が説明でき、燃料費の変化ということで７％が説明できる。合計で１ｋＷｈ当たり2.1

円の費用の低下というふうになっております。 

 制度改革の影響によるということで、電気事業者の供給費用の低減努力の効果というのがｋ

Ｗｈ当たり1.3円ということで、最大約４割の要因というのがこれで説明できるということで

りきめ細やかな

いうことで、省エネ診断サービス等々、いろいろなサービスをあわせて提供

たようなことをやっている。あるいは海外事業への進出といったような取り

ということでございます。 

 次、28ページ以降でございますが、これは制度改革が電気料金に与えた影響の定量的な分

析ということで、

いただいております。 

 ここのポンチ絵にありますように、95年以降の制度改革によって、どういった効果が出た
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ございます。トータルで供給費用の変化というのがｋＷｈ当たり3.3円という

りまして、このコストの低下というものが競争への対応という経路を通じま

引き下

ふうになってお

して、電気料金の

げ努力としてトータルでｋＷｈ当たり3.5円というふうになっているということでござ

います。 

 次、30ページでございますが、この制度改革による供給費用低減というものがどういう分

しているわけで

ございますけれども、これの内訳としては、発電部門で0.9円、送変配電部門で0.6円となっ

ております。電力購入部門が増えているのは、これはＩＰＰ制度が導入されたことによってＩ

ＰＰからの調達が増えている効果であると説明できるのではないかと思っております。 

うにして達成され

ういったコスト削減努力をしているんだという事例をここで紹介をさせていただいております。 

 次に32ページでございます。今冒頭申し上げましたことの繰り返しでございますが、平均

の料金というのは３円50銭下がり、そのうち費用のコストダウンによるものというのが３円

ざいます。 

 それから33ページでございます。33ページは、こういう制度改革といったようなことによ

りまして、経済的な構成というものがどういうふうに変化をしたのか、よくある余剰分析でご

ざいます。これを見ていただきますと、改革前、これは1989年から96年の間の変化を見てお

は、プラス５％からプラス11％、消費者余剰というのがプラス７％

から変わらず引き続き消費者余剰というのが拡大しているという姿になっております。 

 以上、まとめますと、34ページでございますが、費用低下に占める制度改革の影響という

のは最大約４割と試算されておりまして、競争による効率化効果というのは働いたのではない

かと。すべてが例えば金利低下といった外的要因によってもたらされたものではないのではな

いかということでございます。 

 また、電気料金というのは、供給費用と連動して低下をしてきていると。電力市場の消費者

余剰というものは、制度改革前後を通じて拡大を続けていると言ってよいのではないかという

ことでございます。 

野でもたらされているのかという内訳でございます。 

 電力の供給費用というのは約10％、料金に換算してｋＷｈ当たり1.3円低減

 この発電部門ですとか、送変配電部門の効率化というのが具体的にどのよ

ているのかということで、次の31ページ、これは平成17年度の各社の効率化計画の中からこ

30銭あると。この３円30銭の内訳のうち、制度改革というのが１円30銭程度あると、最大約

４割程度が制度改革の効果というふうに言えるのではないかということでご

ります。改革後というのが96年から2003年までの変化というのを見ております。これで見ま

すと、総余剰というもの
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 以上でございます。 

【金本委員長】 どうもありがとうございました。 

 それでは、これまでの説明についてご質問、ご意見をお願いをいたします。 

 武田さん、どうぞ。 

【武田取締役】 膨大な資料を短期間にまとめていただいてありがとうございます。 

の推移に関して申

 まず、若干資料が前後しますが、８ページに電気料金の国際比較についてコメントします。

電気事業制度改革の議論は、内外価格差の是正が契機で始まっており、内外価格差は縮まった

ということは確かに評価できると思います。ただ、現時点では、日本の電気料金と比較して、

いうことを見ると、

という認識を持ち

ました。 

 次に、規制部門と自由化部門の料金比較を比較しますと、５ページに自由化部門の料金全体

で14.8％低下したとまとめられておりますが、その前の４ページの電灯料金の17年度の上半

ておりません。

0.2％の低下にと

どまっており、全面自由化に向けて検討を加速するべきではないかと思います。 

 また、電気料金の低下率について、確かに低下しているという分析がなされているのですが、

具体的にどこまで低下したら良しとすべきかという値の目標値のようなものを設定して、その

ので、ぜひその辺

の産業の料金体系

の推移などを比較対象として検討することも必要ではないかと思います。 

 最後に、電気料金についてですが、託送料金については、７ページに示されておりますよう

に、特別高圧、高圧とも下がってきているということで、これは確かだとは思います。しかし、

ここには分析されていませんけれども、特別高圧の託送料金と高圧の託送料金の中身を分析し

てみますと、例えば同じ負荷率で同じ条件で使ったときに、高圧の託送料金が送配電線が長く

なる分以上に高目に算出されてしまうのではないかと思っております。同じ負荷率で試算する

と、小売料金から託送料金を引いた残りの金額が特別高圧より高圧の方が高いという現象が起

きているのが事実でありまして、特別高圧や高圧の託送料金が低下してきているという分析に

 いろいろコメントや、お聞きしたいことがありますので、最初は電気料金

し上げ、その後もう一度発言の機会を与えていただければと思います。 

イタリアの産業用だけが日本の電気料金よりも高くて、ほかはすべて安いと

十分に目的が達成されたというよりは、更なる制度の追加が必要ではないか

期の20.72円と、12年度の23.08円を比較しますと、10.2％ぐらいしか低下し

自由化部門が14.8％低下していますが、規制部門である電灯は同じ時期に1

達成度合いがどうだったかという評価の仕方もあるのではないかと考えます

からの検討もお願いしたいと思います。また、評価の仕方として、通信や他
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加え、さらに中身について、高圧の託送料金と特別高圧の託送料金がきちん

料金体系になっているのかと、あるい

と矛盾していない

はそういう方向に今後どう進んでいくのかということに

したいと思います。 

 長くなりましたが以上です。 

【金本委員長】 ファクトに関すること何かございますでしょうか。 

うことは確かにあ

うのは生じている

ということではないかと思いますので、単純に全部なくならなければならないというものでも

ないんじゃないかと思っております。完全にそれを解消するというのはある意味非常に難しい

ところはあろうかと思っております。 

とどこを先ほど比

【武田取締役】 ５ページの表を見ると、自由化部門が17年度上期で多分11.69円から9.97円

との低下が14.8％という算出じゃないかと思うんですが。その前の４ページの電灯料金の17

年度上期の20.72円と12年度の23.08円との比較です。 

電力市場整備課長】 20.72円というのは電灯の17年度上期ですね。 

【片山電力市場整備課長】 と12年度の23.08円ですか。 

【武田取締役】 これで低減率を出すと間違いなく10％ぐらいの低下率ではないかと思うの

ですが。 

ね。 

というのは、これ

は電力会社さんの財務諸表からデータをとっているものでございます。下の５ページのものと

いうのは、当省がやっている承認統計で、需要家サイドへの調査に基づいて出しているもので

ございまして、ちょっとデータベースが違うということでございます。何でこうなるかという

と、電力会社さんの財務諸表からは電力料金というのは出るんですけれども、その中で業務用

と産業用が分かれていないのでデータとして使えないものですから業務用、産業用分けて出そ

うと思いますと、自由化部門については需要家サイドへアンケートをして出さざるを得ないと

いうところがあります。したがって、ちょっとベースが違うもの同士にどうもなってしまうも

のですから、当然需要家サイドに聞いてそこから一個一個積み上げたものの方が恐らく誤差の

ついてもぜひ検討をお願い

【片山電力市場整備課長】 まず、内外価格差、まだあるんじゃないかとい

るということでございますけれども、当然いろいろな要因で内外価格差とい

 それから、自由化部門の料金と規制料金ということでございますが、どこ

較されていたんでしょうか。 

【片山

【武田取締役】 はい。 

【片山電力市場整備課長】 12年と17年の上期を比べればですね。そうです

 すみません。実はこれ出典が違うところがありまして、４ページのデータ
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程度の補足率というのもあると思いますので、正確に比較できるかどうかというところはあろ

ます。 

随分長い議論があ

ろうかと思いますけれども、一応料金算定規則というものがあって、それに則って各電気事業

者さんが当省に届け出をされているということではないかと思っておりまして、そこの中とい

算定規則外の計算方法でやられているということではないんじゃないかと。要するにそ

て届け出をされているということではないかというふうに認識してお

ります。 

【金本委員長】 寺本さん。 

【寺本事務局長】 今、片山課長がご説明されたようなことだろうというふうに思っておりま

す。先ほどのコス

幅なコスト低減が

あったとご説明あったと思うんですけれども、そこから推測しますと、特に電力で自由化分野

は、高圧、特高ということになりますので、り原価に占める電源コスト、あるいは送電コスト

のウエートが高いということがございます。一方、電灯につきましては、足周りのコストが高

が率で見ると少し

から推測できるの

ではないかなと思いました。それとご説明になったようなモデルの見方も違うということでは

ないかなと思っております。 

 それから、私も今ちょっと分析結果を聞かせていただきまして、ちょっと申し上げたいと思

おりまして、外的

金利の低下とか、そういったことの説明されておる燃料費の、燃料費じゃなかったかな、

金利低下とかあったと思うんですけれども、そういった部分におきましても、私ども非常に低

金利資金の調達その他、非常な努力もやっておりまして、そういう中にも私どもの効率化効果

というのを外的な部分、大部分占めるかもわかりませんけれども、そういったことでも非常な

努力をさせていただいているということもあわせてご理解いただければというふうに思ってお

ります。 

【金本委員長】 横山委員、どうぞ。 

【横山委員】 託送料金のところで、託送料金は規制部門の方の料金だとは思うのですけれど

も、託送料金が下がるということは非常によいことで、皆さんもそれぞれ恩恵を受けられると

うかと思います。そういう意味で留意をして使わなければならないかと思い

 それから、託送料金について料金の算出ということでございますが、これ

うのが

の規則に則って計算され

すけれども、さらに私が営業の実務をずっとやってきた感覚から申し上げま

ト低減の分析をされていた中で、電源コストと送電部門コストのところで大

いということもございまして、電源、あるいは送電部門のコストの低減効果

薄められるというようなことも影響しているのではないかなと先ほどの分析

いますのは、コスト低減効果で約４割が競争効果だというふうに分析なって

要因で
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は思うんですが、これから以後、将来にわたって、この指標を効率化の指標

ことに対して、将来の設備形成の足かせにならないのか、つまり将来のＦＣ

ろいろご議論があるかと思いますけれども、そういう設備形成のインセンテ

として用いていく

とか、後でまたい

ィブにとっても影

響があるのではないかということがちょっと心配でありまして、この指標をどう扱うかという

のは非常に難しいかとは思いますが、その辺ご検討いただきたいという気はちょっといたしま

標で具体的に今送電部門の規制方式が届け出制プラス、そういう話に

なっていますんで、すぐにこれが託送料金の規制料金の推移につながるというわけではないと

いうのは基本だと思います。 

 何かありましたら。 

補足させていただきますと、変更命令発動基準というものの

うところもございまして、逆に言いますと託送部門でもうけ過ぎて

もいけないし、赤字を出して無理して値下げをしてもいけない。要するに両方見るというふう

になっているということでございます。 

【金本委員長】 ほかに何か。 

のを見ますと、まだまだ市場支配力があるなという数字になっているかなという気がいたしま

す。ただ、実際価格の流れ等を見たら、別にそれがあらわれている、要するに市場支配力があ

るかもしれないけれども、行使しているかどうかは別にあらわれていないというような状況か

は、やはりＦＣや

り少し考えなきゃ

いけないだろうなというのがこれを見る限りでは言えてくることかなという気がいたします。 

 そうしますと、大事になるのは、行為規制であるとか、情報遮断であるとか、あるいは適正

取引をどうするんだといったようなガイドラインとか、そういったところが問題になるかなと

いうのが当然出てくるわけで、それについては現行のものがいけないというわけじゃなくて、

現行のものがいいかどうかも含めて、やはりこれからちゃんと見ていかないと、もっと会社を

分けなさいとかそういう話につながらないためにも、そういうところをきっちりと見ていく必

要があるかなというふうに、これはコメントでございます。 

 次に、ＦＣの問題で送電線、ＦＣにも含む連結線の建設というのを正当化するにはどうした

す。 

【金本委員長】 この指

【片山電力市場整備課長】 若干

中には託送収支を見るとい

 大山委員、どうぞ。 

【大山委員】 ＨＨＩ指数のところが17ページにあったかと思うんですけれども、こういう

と思います。ただ、全国であれば、かなりいいところに来ているということ

なんかも問題があるのかなと、市場分断が頻繁にもし起きるとすれば、やは
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らいいかということなんですけれども、これは次のページ、18ページ見ていただきますと、

別に卸市場での価格ではなくて、全体的な価格だけですから、現在は多少違

ところあると思いますけれども、価格差が小さくなっているよというのが、この1

というのが、要するに経済合理性から言えば、たまに値差がついたっていい

のも

う動きもしている

8ページの

グラフだと思うんですけれども、地域間の価格差が小さくなってくると、経済的に連系線も正

当化されなくなってきてしまうという面が逆の方向で問題があって、それをどうしたらいいか

じゃないかという

裏には出てくる話かという気もします。それを、じゃあどういうふうにみんなで議論して、

どのぐらいの送電線をつくるのがいいのかというのは、これまた大きな問題だなと考えていま

す。 

 そのときにちょっと一つ問題になるかなと思っているのは、これ今日の議論には全く出てき

り、それからファ

よということを考

えますと、既に商売を始めている人の方が有利で、新規に入ってくる人というのがその人が全

部お金を払って送電線つくれと言われたらかなわないわけですから、その辺はどうしたらいい

かなというのも、ちょっと長い目で見ると考えなきゃいけないかなという気がしています。そ

を持っていてという構図だけじ

あるとかそういっ

たところで既にあるものを分けていただいているという立場になると思いますので、その辺特

に新規のより一層の自由化の進展を考えるとすれば非常に議論が必要だなというふうに思って

いるところです。ちょっとコメントになってしまいますけれども以上です。 

すし、かなり長い

【大山委員】 今日はこの辺で。 

【金本委員長】 そのほか何か。 

 松村さん、どうぞ。 

【松村委員】 まず、最初に質問なんですが、定量分析のところで、電灯、電力料金を対象と

して効果を見ているということなんですけれども、これは原理的には自由化部門と非自由化部

門を分けるということはできないのでしょうかということなのですが、何が言いたいのかとい

うと、先ほどの武田さんがおっしゃったことと、寺本さんがおっしゃったことというのはそう

しないと決着つかないのではないかと思うのですけれども、10％下がったというのを大きい

ませんでしたけれども、送電線容量の割当方法等で既存契約の認定があった

ースト・カム・ファースト・サーブというような要するに先押さえができる

ういうことを考えますと、電力会社の方が強くて、もう既得権

ゃなくて、既に事業を始めているＰＰＳの方、皆さんもある程度既存契約で

【金本委員長】 その点については、今日あと少し関連するお話も出てきま

議論が必要だろうと思いますので今後……。 
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と考えるか小さいと考えるかという、小口のところでもいろいろな形の競争

それでエフェクティブに下がっているんだというふうに考えるのか、全く下

というのは、金利だとかという要因をコントロールした上で、なおそれで説

してももう決着つきようがないので、原価を計算する際に当然非自由化部門

積み上げていくわけですよね。コストを積み上げていくところで金利の影響

んというのか、あるいは業務用の値段が下がってくるというのに応じて家庭

くするわけにもいかないので、ある意味できちんと下がっているというよう

が起こっていて、

がっていないのか

明できないぐらい

家庭用もどれぐらい下がっているのかというようなことがもしわかれば、このお話決着つくと

いうことで、10％というのを多いと考えるか、少ないと考えるのかというのを抽象的に議論

であればコストを

はどれぐらいある

のかというようなことは一体にしてやらないとやりにくい事業要因のようなものというのがあ

るというのはわかってはいるんですけれども、ある程度できると思うので、自由化部門でない

ところというのは、コストの低下だけで完全に説明できてしまってやはり全く下がっていませ

用だけ突出して高

なことが起こって

いるのかというようなことが調べられないかなと、ないものねだりという感じなんですけれど

も。将来、家庭用まで自由化するというのが本当に大きなイシューになったときには、そのた

ぐいのことというのが重要になるような気がするので、可能かどうかということを含めて今す

いうのが第１点で

 第２点は需要家のアンケートのところなんですが、アンケートのところで20ページ及び21

ページなんですが、地元の電力会社以外からは情報を余り受けていないということでして、こ

れは地元以外の電力会社から受けていないというだけじゃなくてＰＰＳのところでも同じよう

の選択肢というの

に需要家の選択肢

というのが、多様な選択肢が確保できているのかどうかというのがちょっと心配になるという

たぐいのデータが出ているので、これについては、今後とも注視して、なぜこうなっているの

かというようなことを考えていく必要というのがあると思います。 

 それに関連して21ページの右側なんですが、地元の電力会社以外の電気事業者が十分な情

報を提供しないからというのはどうしてなんだろうというか、選択肢が確保できていないんじ

ゃないかと疑わせるような数字にも見えるのですが、でもこれが待っていてもほかの人が積極

的に教えてくれないから今現在知らないというそういう程度のことなのか、聞いても教えてく

れないという程度のことなのかによって、恐らくこの重要性が全然違うと思うので、ここでつ

ぐ出せというのは無理だと思いますけれども、検討していただけないかなと

す。 

に値が低いように見えるんですが、これに関しても、だからといって消費者

が確保できていないと即断することはできないと思うんですけれども、本当

 - 14 -



くったアンケートじゃないんでここで議論するのは不適切だというのは重々

今後はこれもう少しどちらの要因なのかというのがわかるように考えていく

いうふうに思います。長くなりましたが、需要家の選択肢が

承知の上ですが、

べきではないかと

確保できているかどうかというこ

とに関してはもう少し注視が必要なのではないかというふうに思います。 

 以上です。 

が、費用を切り分

けるということ、今回行っていないんですけれども、やろうと思えばできないかというのはで

きる可能性も多分あるとは思いますが、恐らくもともとこの分析自身が推計誤差が非常に大き

いものですので、恐らく細かく切り分ければ分けるほど多分誤差というのは少々拡大する方向

関係というところ

に関して申し上げますと、これ推測の話になってしまうわけですが、もともと料金自身の設定

の考え方としまして、規制部門も自由化部門も恐らく共通の発電設備であれば同じ設備を使っ

ている、もしくは送電線も同じ送電線を使っているものですから、そこに効率化効果というこ

っているというこ

がらないといった

ことは恐らく今の算定規則上なくて、共連れで必然的に下がってきているという状況が起きて

きている側面もあるのかなと思われます。さらに、申し上げると、規制部門の方では本来自由

化によって競争が起きるといった部門ではないので、理論的には規制部門の方が全く下がらな

いった事態は明ら

に関しましては、

先生ご指摘のとおり、全面自由化など検討する際にはちょっと将来的な一つの手法として将来

的な課題としてはあるのかなというところではございます。 

【金本委員長】 もう一つは需要家の、この辺は。 

【片山電力市場整備課長】 需要家アンケートというのを今後ともこういう形でずっと継続し

てやるかどうかというところも含めて検討させていただければというふうに思います。かなり

の大規模なサンプルでこの手の調査が非常に数が多くて、いつも需要家の調査対象の事業者の

方々からものすごいクレームをいただきながらやらなきゃいけないことでもございますし、そ

のあたりどういうやり方をやっていくのかということも含めて考えていきたいと思います。 

【金本委員長】 規制部門と自由化部門と分けるという話は。 

【田中電力市場整備課課長補佐】 ご質問の定量分析のところに関してです

に出てしまうのかなというところではあります。 

 あと、自由化部門と規制部門の料金推移の関係、もしくは比例関係、連動

とが働いて発電設備なり送電設備の費用が低下すると恐らく同じ設備から使

とで費用が積み上げられますので、自由化部門だけ下がって規制部門全く下

くて自由化部門が下がるといったこともあり得る話ではあるんですが、そう

かに起きていないということですので、そこのところの切り分けということ
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【武田取締役】 需要家選択肢の部分と、４頁目についてコメントと質問をさせていただきた

業者の数を単純プロットしていて、実際に事業を行っているのは半分ぐらいなので、事業を行

っている事業者のカーブを書くとちょっとまた違う傾きになるのではないかと思っております。 

自由化開始５年

ていますが、諸外国や他の

自由化した産業と比較したときに、このスピード感は、ほぼ満足できるものなのかどうなのか、

そういう評価を行った事例がありましたらコメントをいただければと思います。 

 また、電力間競争についてですが、17ページにＨＨＩ指数が出ていて、仮が３つあって、

いますか、私のイ

と。それから、電

気料金の各社比較が18ページに示されていますが、発電部門における自由化導入開始時と16

年度を比較すると、確かに３分の１になっているように見えるのですが、小売部門における部

分自由化の導入時期、真ん中のところと、現在を比較して各社の電気料金の料金格差を見ると

が縮まっていると

るような気もする

ので、現在のところは評価としては、供給区域別が妥当ではないかと思います。 

 最後に、私どもが、別の電力会社さんのエリアで事業をしようとする際に、一番ネックにな

るのは、同時同量をいかに各電力会社エリアごとにやっていくかということなので、もし電力

ているとすれば、

いうことについて

も検討していただければと思います。 

 長くなりますが、４の制度改革に関してコメントします。29、30ページに制度改革が電気

料金与えた影響の定量的分析が示されていて、30ページに発電部門、送配電部門、それから

ほかの２部門の内訳が示されていますが、影響低減率を見ると、送配電部門が－17％で、発

電部門が－14％となっています。しかし、送配電部門は、自由化しても独占等規制部門とし

たところであって、そちらの方の影響低減率が大きくて、自由化して競争状態に即入ったであ

ろうと思われる発電部門の方が影響低減率が低いというのは、ちょっと違和感があるので、そ

の辺の何か分析がありましたらコメントをいただきたいと思います。それから前のページの

いと思います。 

 まず、10ページに、特定規模電気事業者数の推移が出ていますが、これは多分届出した事

 それから、11ページから12ページにＰＰＳの販売シェアが書かれていて、

経過し、特別高圧が４％、高圧が約２年経過して0.5％程度となっ

どれがいいかというところまでは判断されていないようですが、ＰＰＳと言

メージでは、現在５年たってまだ電力間競争はほぼない状態であるというこ

それほど変わっていないように見えます。したがって、電気料金の料金格差

いうことが潜在的な競争圧力が働いていると解釈するのはちょっと無理があ

会社さんもほかの事業エリアに出ようとするときに、それが仮に課題になっ

同時同量制度についても、今後このままでいくのか、見直しが必要なのかと
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29ページのところの自由化の効果として、1.3円／ｋＷｈ、年約1.2兆円とな

その要因が31ページに書かれているも諸々の要因だとすると、これがすべて自由化による要

因なのか、単純に見ると自由化しなくても、やるべきことはやっていた要因

っておりますが、

も中に含まれてい

そうな気がしております。自由化の本当の要因で低減した部分はどこなのかを、定量的に分析

する場合には、何かもう少し突っ込んで仕分けした方がいいのではないかと思うのですが、い

【金本委員長】 なかなか難しいご質問ですが。 

【片山電力市場整備課長】 どこまで答えられるかというところはあろうかと思いますが、ま

ず最後にもっと精緻にというご注文なんですけれども、なかなか要はモデル上、要するに外生

ものとして外郭要

かなかそれ以上の

やり方というのは非常に難しいところがあろうかと思いまして、もともとある程度の幅を持っ

て見なきゃいけないものだというふうに思います。そういう意味で、これのうち放っておいて

もやらなきゃいけなかったことは何かと言われても、その要因というのを取り出すというのは

して受け止めざる

で発電部門と送変

配電部門との削減率の差というところでございますけれども、これについてもどっちがどうと

いう数％の差というのがどこまで分析上有意なのかというのはあろうかと思いますが、このあ

たりは寺本オブザーバーの方から実感みたいなものというのをご説明していただけた方がいい

っていかれる中で

でコスト削減努力

をされて、それが逆に託送料金の下げということにもつながっているということではないかと

思います。 

 それから、同時同量の話につきましては、むしろ個別制度改革のところのテーマではないか

と思います。それから、料金格差ということで12年以降、小売が自由化されて以降の格差と

いうのは小さいんじゃないかということでございますが、確かに見かけ上そういうふうに見え

るところはあろうかと思います。ただ、実は一番下のオレンジとグリーンの北陸電力さん、中

国電力さんのところというのは非常に低く出ております。これは、ここは電力料金、電力量の

収入ということで、業務用、産業用区別しておりません。したがって、産業用のシェアが高い

かがでしょうか。 

 以上です。 

要因というものを幾つか置いて分析をしていって、最後それで説明できない

因というふうに整理をしております。この手の分析やるときというのは、な

なかなかこういう定量分析の場合は難しいんじゃないか。限界があるものと

を得ないんじゃないかというふうに思っております。それと同じような趣旨

のかもしれないんですけれども、恐らくいろいろな効率化を各社全社的にや

規制部門と、競争していない部門とはいえ、こういう全社的な取り組みの中
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電力さんというのは平均して低く出るという特徴があろうかと思います。そ

ば下の２社さんを除いてみると、11年度の幅と、16年度の幅というのは見た目には結構小さ

いのかなと言えるのではないかと思いますけれども、いずれにいたしまして

このところを例え

も、平成６年度か

らしばらくの間というのはある意味でヤードスティック査定が入ったまだ規制料金の時代でご

ざいまして、料金規制の観点からも縮小する過程にあったというのは事実でございます。ただ、

も拡大はしていな

 それから、多産業との比較というのは、恐らく技術的な条件ですとか、新しい技術を持って

入れるような分野なのかどうかとか、そういったことによっても随分影響が違ってくるのでは

ないかと思いますので、単純に比較をして速い、遅いというのはなかなか言うのは難しい面も

せん。 

か。答弁漏れって変な言い方ですが……。 

【武田取締役】 いえいえ。 

【片山電力市場整備課長】 すみません、非常にたくさんお尋ねになったものですから。 

【金本委員長】 寺本さん、どうぞ。 

ので、ちょっと説

 18ページの今の料金格差の話は片山課長そのとおりだというふうに思っておりますけれど

も、私どもはさらに申し上げれば、12年度から始まりましたが、それ以前から自由化の議論

も始まっておりましたし、さらに自家発との競争その他がございまして、それ以前からもう随

のも随分意識した

立って出てきてお

るというふうにも考えていただければと思っております。 

 それから、30ページの発電部門と送変電部門ですけれども、そういう規制分野として残っ

ている送変電部門がこれだけの低減し、発電部門よりも多く低減になっているということは、

武田さんにも随分喜んでいただけているのかなと、お褒めのお言葉というふうに受けとらせて

いただきたいと思います。ただこの発電部門のコストにはこれ燃料費は除いた格好での数字で

ございますかね。 

【田中電力市場整備課課長補佐】 燃料費の影響は除いて。 

【寺本事務局長】 除いているわけですね。ですから、基本的には固定費とか修繕費とかそう

それ以降、小売部門の自由化が始まって以降の動きを見ましても、少なくと

い、むしろ縮小傾向にあるということは言えるのではないかと思います。 

あろうかと思っております。今回はそういう分析をここではいたしておりま

 あと何かございますでしょう

【寺本事務局長】 今、片山課長から何か促されたような気がいたしました

明したいと思います。 

分とコスト削減には取り組んでおりました。やはり電力間の料金格差という

取り組みをやってまいっております。ですから、そういう効果が自由化に先
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いった比較ということでございますね。そうとすれば、先ほどみたいなちょ

ますけれども、設備投資その他で非常に私ども削減をいたしたりしていまし

るいは金利負担というところの低減が大きいということであると思うんです

るいは電力間の競争の最大のポイントになってきますので、各社とも本来は

低減を最大限やるというのが本来だと思うんですけれども、そこはやってい

っと定性論になり

て、償却負担、あ

。そういったとこ

ろのウエートがやはり送変電部門が発電部門よりも多いというところではないのかなと思って

おります。私どもとしては、やはり競争ということになりますと、発電部門がＰＰＳさん、あ

発電部門でコスト

るつもりでござい

ますけれども、こういう数字ということになって出てきているところを見ますと、やはり基本

的に資本費周りのウエートの差がこういう数字に出てきているのかなという気が若干いたして

おります。 

整備課長】 ＰＰＳの事業者数ということで、実際に積極的に営業されている

社を抜き出してということでございますが、実は我々ＰＰＳさんにいろいろな報告聴取とか統

計をとるとかということをいたしてないもんですから、逆に言いますとそのあたりというのが

各社別に把握……。 

の統計はとれていますよね。 

とで線引きするの

が適切なのかどうかというところもありますので、あえてこういうふうにまとめた数字で一本

でとらせていただいているところでございます。 

【金本委員長】 よろしいでしょうか。 

exが1,800以下で

や集中している

とか、若干集中しているとかという意味で適度という訳はおかしいかなという気がします。 

【片山電力市場整備課長】 失礼いたしました。 

【金本委員長】 よろしいでしょうか。 

 自由化制度改革で努力をしていただいて料金が下がってきている、電力会社が効率化してい

るということは言えるかなという気はいたします。ただ、その要因が何かというのは、直接的

競争と潜在的競争というふうに見ると一つとらえられるかと思いますが、直接的競争について

は、まだ電力会社の各区域内のシェアを見ても、それからアンケート調査を見ても非常に活発

に需要家のところで競争しているという感じではまだないかなという気はします。ただ、潜在

【金本委員長】 どうぞ。 

【片山電力市場

【武田取締役】 各社別に電力量

【片山電力市場整備課長】 ですから、営業されているとかどうかというこ

 全く細かい点ですが、ちょっと気になったのが17ページのHerfindahl Ind

適度という訳をしていますが、これはmoderately concentratedですから、や
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的な参入圧力、競争圧力によって非常に実効のある成果が出ている、こうい

いうところで、これをスターティングポイントとして、こ

うことも事実だと

れからどういうふうに考えるかとい

という感じだと思います。 

 よろしいでしょうか。何か。田中さん、どうぞ。 

【田中委員】 今の座長のお話と、あと冒頭の武田さんの料金はどんどん下がっているけれど

9ページの図

の低下と供給費用

の低下という、２つの経路に注意すべきだと思うんです。この29ページの分析にもあります

ように、制度改革をして供給費用も下がっている。一方、価格の方も下がっている。ただし、

このときの２つのドライビングフォースは若干性質が異なる側面があって、供給費用の変化と

に基づく規制が撤

。ですから、規

制を撤廃すること自体がかなりドライビングフォースとして供給費用下げる効果がある。一方、

価格は同時に下がるのかといいますと、今度はドライビングフォースとして競争の度合い、要

は今座長もおっしゃいましたように、直接的、あるいは間接的な形で競争の圧力がありまして、

う、そういうドラ

て供給費用が下が

っても、一方で競争が進展しなければ価格が下がってこない。つまり、費用が下がっているの

に価格が高止まりするということも起きうるということで、この両面から見ていって供給費用

が下がっていくのと同時に価格も下がっていくのか、両方のドライビングフォースをよく注視

のはしていく必要があると考えてお

 以上です。コメントでございます。 

【金本委員長】 どうもありがとうございました。 

 ちょっと時間も押してまいりましたので、次の後半に入らせていただきます。 

 残りの部分について事務局の方からまずご説明お願いいたします。 

【片山電力市場整備課長】 それでは、36ページを開けていただければと思います。 

 卸電力市場全体の構造把握ということで、36ページはまず発電容量のシェアの推移という

のを見ております。変化を大きく見せるためにグラフを工夫しておりますが、読み取れるのは

自家発の容量の増加に伴って、一般電気事業者のシェアは徐々には低下をしているということ

うところはご検討いただかなきゃいけない

も、どこまで下がっていくべきかという話、その２点につきまして、ちょうど2

をもとに私もコメントしたいんですけれども、制度改革が起こりますと価格

いう方は、規制だったものが自由化されることによって、要するに総括原価

廃されることによって効率化すればするほど稼ぎの度合いが大きくなってくる

それによって実際に費用が下がったのに見合う価格の低下が起きてくるとい

イビングフォースがあると思うんです。ですから、自由化をしたことによっ

しながら、今後もモニタリングといいますか、検証という

ります。 
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でございます。ただ、ＰＰＳの自社電源の発電容量は全体と比較してごくわずかなものにとど

大体1,200近辺で

実はほとんど変化のない、横一本の絵になるということでございます。仮に、これを全国一つ

として見た場合には、ＨＨＩ指数というのはほぼ競争的な数値を示しているのかなということ

で見たらどうなるかということでございます。38ページは、今の日本の卸電力市場の主なプ

レイヤーというのを描いておりまして、それぞれの間の取引の流れというものを矢印で追って

おります。この矢印がそれぞれどれぐらいのボリュームがあって、どのように変化をしてきた

とによってマクロ

しました。あくまでもアンケート調査ということでやって

おりますので、数字のボリューム感といったあたりというのは大きな差はないと思いますけれ

ども、細かな数字が合わないとかなんとかというところは、そういうこともあり得るという前

提で以下お聞きいただければと思います。 

番大きなものというのがＩＰＰ、それから卸電

ますが、これはＩＰＰ制度が導入されて、その電源が徐々に運開するにつれてここの取引量が

増えているということでございます。この取引量はそのほとんどが10年以上の長期の相対契

約に基づくものということがうかがえるかと思います。 

が、ほとんどが10年以上の相対契約

が占めているということでございます。 

 次に41ページをごらんいただければと思いますが、これは自家発から電力の余剰電力購入

ということでございます。この10年間で随分量はふえてきております。ただ、直近で見ます

と、やや低下傾向になっているということでございます。そのほとんどが１年から５年未満の

契約及び10年以上の契約で占められているということでございます。 

 次に42ページでございますが、今度はＰＰＳによる自家発余剰電力の購入ということでご

ざいまして、12年度以降購入というものが開始をされて、非常に増加傾向にあるということ

でございます。契約期間は１年から５年未満の契約が最も多いということが言えるのではない

まっているということでございます。 

 次、37ページでございますが、これをＨＨＩ指数で評価をしてみますと、

でございます。 

 それで、次に38ページでございますが、容量ベースで見たものをさらに今度は全体の取引

のかというのを電力会社さんと、あとＰＰＳさんにアンケート調査をするこ

のデータを集めるということをいた

 まず、39ページでございます。卸取引で一

気事業者から電力会社への流れる相対取引でございます。平成11年度から徐々にふえており

 次に40ページでございますが、次は電力会社間の融通取引ということでございます。この

10年間、若干増えているというようなことでございます
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かと思います。 

 次に43ページでございます。 

 43ページは、ＰＰＳによるＩＰＰ、あるいは卸電気事業者からの購入ということでござい

まして、平成12年度以降こういう取引というものが開始をされて、平成16年までは増加傾向

にあったということでございます。契約期間というのは、１年から５年未満が最も多いという

の相対契約による取引というものも始まっており

まして、その量というのは、ボリュームは小さいですが増加傾向にある。契約期間は１年から

５年未満契約が最も多いということでございます。 

 それから45ページでございます。 

2

をしているということでございます。契約期間

は１年から５年未満契約が最も多いということになっております。 

 以上のものをそれぞれのある特定の年度で区切ってみた場合にマーケットがどういう構造に

なっているのかというのが46ページ以降でございます。 

れた年でございま

さんと、これＩＰ

Ｐはまだですかね、卸電気事業者さんと自家発さんしかなかったということでございまして、

非常に超長期の流動性の低い取引というのが中心のマーケットだっと言えるのではないかと思

います。それが平成12年度ＰＰＳ制度が導入された年でございます。ここで見ますとＩＰＰ

えているというこ

 それから、ＰＰＳが登場したわけですが、ＰＰＳの調達電源というのは自家発余剰を調達し

て小売に回すといったような市場構造だったということでございます。 

 それから48ページでございます。48ページ、平成16年度で小売の部分自由化範囲が拡大し

た年でございますが、ここで見ますとＰＰＳさんが増えてきたということで、ＰＰＳを中心と

した流動性の高い取引形態があらわれ始めているということでございます。自家発余剰契約の

取引量の増加に伴いまして流動性の高い中期の契約へと切りかわりつつあるということがうか

がえるのではないかと思います。 

 それから、平成17年度、これは一年間の数字を推計値というふうに出させていただいてお

ことになっております。 

 次に44ページでございますが、ＰＰＳ間

 45ページは、電力会社からＰＰＳへの常時バックアップ契約でございます。これは平成1

年度以降開始をされた取引でかなり大きく増加

 平成７年度、この年にＩＰＰの導入、あるいは火力入札制度の導入が行わ

すが、制度改革の直前というところでは卸電力市場のプレイヤーは電力会社

が運開をし始めて、徐々にＩＰＰ卸電気事業者と電力会社との相対契約もふ

とでございます。 
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ります。実際にアンケートでとりました数字は、４月から11月の実績というのをとっており

まして、この８カ月間の実績というのを単純に１年に置きかえてここでは数値化をさせていた

 これで見ますと、ＰＰＳを中心とした、あるいは間に取引所が入った短期の流動性の高い取

引というのが増えてきている。全体のボリューム感というところでいけば小さいですけれども、

かと思われます。 

引が増えてきているのかというのをグラフ化しております。これも変化を強調するためにわざ

とこういうグラフになっておりますけれども、実際には卸市場における電力契約の約９割が

10年以上の長期契約によって占められていて、平成７年以降この比率というのは、ほとんど

もとの構造は変

 51ページでございますが、今までの分析に基づきまして、まず発電市場における発電事業

者のシェア、あるいはＨＨＩ指数というものは平成７年以降大きな変化というのは見られない。

それから、またＩＰＰ、卸電気事業者や自家発から電力会社への流動性の低い長期契約が市場

られていないので

化をしてきていて、

流動性の高い取引が増加をしているんじゃないか。特に、自家発の販売先やＰＰＳの調達先は

多様化し始めているのではないかということでございます。 

 また、卸電力取引所における取引というのは、市場のプレイヤーすべてが関与をする流動性

重要な役割というのを担っているの

 こういったことを踏まえまして、新しい制度下の卸電力市場においても有効な競争が確保さ

れるよう適正な卸電力取引についてのルール整備などを行っていく必要があるのではないかと

いうふうにまとめさせていただいております。 

 次に、52ページ以降が、卸電力取引所に関する評価でございます。 

 まず、53ページでございますが、これまで取引所のスポットの取引というのが昨年４月の

取引開始以降どうなってきているかということでございまして、見ていただければわかるよう

に順調に量が増えてきております。今年の１月末までに、累計7.6億ｋＷｈということで、一

日平均取引量は200万ｋＷｈを超えております。これは、取引所が当初想定していました標準

だいております。 

そういう取引というのが増えてきているということがうかがえるのではない

 次、50ページでございますが、実はこれ相対契約の契約期間別にどの程度流動性の高い取

実は変わっていない。部分的な変化の兆しというのはございますけれども、大

わっていないのではないかということでございます。 

の大宗を占めているという基本的な構造についても大きな変化というのは見

はないか。ただ、自由化の進展に伴いまして、卸電力の取引形態自体は複雑

の高い取引ということでありまして、卸市場、全体の中で

ではないかということでございます。 
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シナリオ、これでは初年度で3.6億ｋＷｈ、一日平均100万ｋＷｈということでございました

 

売り買いがどういう状況にあるかというのを見たものでございます。これを見ていただきます

と、10月以降西日本における買いの量というのが東日本に比べて非常に多くなってきている

ざいまして、月別の東西間の量というも

のを見ますと12月、１月と非常に多くなっております。12月の約定量の54％がＦＣを通過し

ておりまして、東から西に流れているということでございます。 

 また、55ページ、誰が売っていて、誰が買っているのかというシェアで見たものでござい

が、当初９月ぐら

事業者が主たる買い手になっているということでございます。 

 左側の売りの方でございますが、８月以降、その他の売電量、その他に分類される事業者の

売電量が急増している。１月のシェアというのは、一般電気事業者が45％、ＰＰＳが35％、

載せております。これで見ますと、いずれも12月以降、８月よりも高い値段がついておりま

して、ピークの平日の最高値が21円、土日、祝日の最高値は16円30銭、いずれも１月にこう

いう高値をつけているということでございます。夏場を見ますと、夏場の平日、休日の約定価

をいたしますと、平日の方が24時間平均とピーク平均との差が大きく、その差は最

の価格差というのは非常に縮小傾向にある。ただ、ピークの時間帯というのが夏場のピークに

合わせてずっと冬場もピークと呼んでいるという事情もあろうかとは思いますけれども、非常

に値段のつき方というのが特徴的な値段のつき方というのが冬場見られているということでご

ざいます。 

 57ページでございます。次は先渡でございます。これまでの実績でございますけれども、

27件で331ＭＷ、33万ｋＷでございますね、それの取引が成立をしているということでござい

ます。当初は、昨年までの間というのがほとんど制約実績がなかったわけでございますが、１

月渡し以降徐々に実績というのは出始めているということでございます。ただ、スポット取引

ので、それの倍といったような水準になっているということでございます。

 それから、次、54ページでございます。この取引というものが東西で比較してみた場合に

ということでございます。また、１月31日まで、１月末までの取引のうち、全約定量の約３

割がＦＣを通過する取引になっているということでご

ます。これで見ますと、まず右側の方が非常に如実に出るわけでございます

いまで買いの主役がＰＰＳだったのが、10月以降一般電気事業者と逆転をして今は一般電気

その他が20％といったような割合になっているということでございます。 

 それから56ページでございます。これはスポットのシステムプライスの推移というものを

格を比較

大で約７円という値段がついております。ただ、９月以降は、この24時間平均とピーク平均
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の約定総量よりも非常に少ないということについては、変わりがないのではないかというふう

ご協力いただいて、当方の方でどういうふうに評価をされているのかというアンケート調査を

したものでございます。これを見ていただきますと、全体としてスポット取引よりも先渡取引

ます。スポット取

保可能、逆に不満

な理由というのが、価格水準が適当ではない。お値段をどう評価するのかというところはなか

なか難しいわけでございますが、先渡取引につきましては、価格水準について評価が分かれて

いるというほかに商品設定が使いづらいですとか、あるいは買い札が少ないといった不満の理

て市場分断というのがよく起きているということで、それについて分析をするということでご

ざいます。一番下のＦＣにおける容量制約というところだけごらんいただければと思いますが、

まずＦＣについては下限制約、４万ｋＷというのがあるということ、それから段差制約、２万

と思います。 

 60ページでございます。これは４月の取引所の開設以降、ＦＣ以外にも、ほかの連系線で

も分断が起きることというのは基本的にはございますが、非常に大部分がＦＣで起きていると

いうことだと思います。これを４月以降見ますと、７月以降、平均９割以上の取引というのが

ては、下限制約と

いうものが出てきているということがうかがえるのではないかと思います。 

 61ページ、以上につきましてまとめますと、卸電力取引所におけるスポット取引は、４月

の取引開始以降着実に増加をしている。先渡取引はスポットとの比較では低調に推移をしてい

る。スポット取引においては、ＦＣにおける市場分断が多発しているが、直近は取引量の急増

に伴いまして下限制約が減少し、上限制約は増加をしてきている。今後、先渡取引の活性化及

びＦＣにおける市場分断への対策を講じる必要があると考えられるのではないかとまとめさせ

ていただいております。 

 次に62ページ以降でございます。取引所に期待される機能として、そこでつく価格という

に思われます。 

 それでは、次に58ページでございます。58ページは取引所の会員の方々に取引所の方にも

に対する満足度が低いと、先渡の方が満足度が低いという結果になっており

引について取引に満足な理由というのが価格水準が適当、十分な取引量を確

由というのが挙げられているというところでございます。 

 それから、次に59ページはちょっと細かいことが書いてありますけれども、取引所におい

ｋＷずつと同量のもののみ送ることができる。それから、上限制約、30万ｋＷ以上というの

は送れないという３つの制約があるということを念頭に置いていただければ

ＦＣのところで分断をしているということでございます。その理由としまし

いうのは非常に大きな要因だったわけですが、これが急速に縮小して12月以降は上限制約と
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ものが指標性を持つということが期待されているわけでございます。まだ始

たない取引所でついている価格、指標性があるかどうかを評価をするという

わけでございます。ただ、あえて大胆にやってみたらこういうことが言える

うものを正確に反映しているものではなくて、これは表的には2003年度の需要のパターンで

すとかを前提に一番効率よく電源を動かした場合にはそれぞれのタイミング

まって１年にもた

のは極めて難しい

のではないかとい

うことで分析をして皆様の方に提供をしております。これは、最適電源構成モデルによるシミ

ュレーションということでございまして、実際の発電所の稼働状況だとか、コストだとかとい

でどの発電所が動

くのか、その発電所に動かすのにかかったコストは幾らなのかというのをモデル分析をいたし

まして、それで出てきた推定の限界費用、それから推定の平均費用と実際の取引所の価格を比

較をしてみて、いわゆるマークアップ率がどの程度あるのかというのを見てみるということに

所の運転状況みたいなものでございまして、これはどの原発がいつ定検とかでとまっているの

か、どこが動いているのかというのは実際の数字を使っているということ。それから、燃料費

につきましては、通関統計を使いまして、2005年の実数でやっているということでございま

な仮定を置いてい

限界費用等々を推

定しているということでございます。 

 63ページ以降が結果でございまして、まず６月平日の試算結果というところでございます。

これは先ほど申し上げましたように、ほとんどの取引が東西で市場分断をしているということ

す。これでいきま

ては東西ともほぼ

推定限界費用で取引をされていると。取引価格というのは、推定限界費用と推定平均費用の間

にほぼ収まっているという結果になっております。 

 それから、８月の平日の試算結果、64ページでございますが、昼間のマークアップ率とい

うのは東日本が西日本よりもかなり高く出ております。東日本においては需給が逼迫するピー

ク時間帯は取引価格が推定平均費用を超えているというふうになっております。これが、なぜ

こういうふうになるかというのを若干解説をした方がよろしいかと思います。西の方の推定平

均費用を見ていただきますと、ぽんと上に昼間のピーク時間帯飛び上がっておりますが、これ

はシミュレーションをした結果、このタイミングで休止火力なんかが動くという結果になって

トライしたというものでございます。 

 基本は2003年度と申し上げましたが、2005年度の要因が入っておりますのは、原子力発電

して、したがって通関統計の数字がそのまま燃料費だという、ここでも大体

るというふうに思っていただければと思うんですけれども、そういうことで

で、西日本、東日本というのをまとめた形で推計をさせていただいておりま

すと、昼間のマークアップ率というのは東の方が西より高いと。夜間におい
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いるということでございまして、逆に東の方は休止火力が動くという前提の

結果になっているわけではないということでございます。ただ、実際に200

夏は恐らく休止火力なんかが動くようなことがあったのではないかと思いま

シミュレーション

5年の夏、昨年の

すので、これは実

績と推定シミュレーションで得られた結果のずれがここで生じているというふうにお考えいた

だければと思います。 

につきましては、

需要の少ない東日本はほぼ推定限界費用で取引が行われていますけれども、需要が多いという

ふうに表現すればいいのか、約定量が多いというふうに表現すればいいのかなかなか難しいと

ころではございますけれども、西日本は推定限界費用より高値で取引が行われております。取

果になっておりま

 以上のことから、66ページでございますか、シミュレーション結果より卸電力取引所は恒

常的に大きな価格支配力が働いてはいないと思われるというふうなまとめ方をさせていただい

ております。 

リカのＰＪＭの市場監視ユニットなどで行われている取引所でついている価格の評価の一

つのやり方でございます。簡単に言いますと、この純収益というものが固定費を上回っていれ

ば、新たに発電所に投資をしたとしてもペイする水準の値段がついている。つまり、電源投資

というものを促すような価格というのが取引所でついているといったような分析手法でござい

細かく前提というものを書いてございますが、これも相当

大胆な仮定を置いた上で分析をしているものでございます。恐らく現実と非常に違うような典

型的なところは69ページの運転パターンのところで、取引所の約定価格が変動費を上回って

いれば、稼働率100％で動いて約定価格が変動費を下回ると稼働させないといったような運転

パターンで動かすことを前提にするとか、かなり現実とは違う大胆な仮定を置いた分析だとい

うふうにご認識いただければと思います。 

 下にこの運転パターンとかなんとかのやり方というのはＰＪＭと同じやり方を採用しており

ます。それで、結果でございますが、70ページですけれども、石炭火力ともにしかも全国東、

西ともに、いずれも純収益は固定費を上回っているという試算結果というものが出てきている

 それから、10月でございます。65ページでございますが、10月につきましては、昼間のマ

ークアップ率というのは、東日本の方が西日本より高く出ております。夜間

引価格自体は推定限界費用と推定平均費用の間にほぼ収まっているという結

す。 

 次に、67ページ以降でございますが、これは純収益による分析というものでございまして、

アメ

ます。 

 68ページ、69ページといろいろ

 - 27 -



ということでございます。 

 それで、71ページでございますけれども、今回の計算条件では純収益は固定費を上回って

いて、電源新設を促し得る環境にあるという結果にはなっております。ただ、下に留意点・課

題というふうに書いてございますが、先ほど申し上げたように、仮想の運転パターンに基づく

計算であるとか、使用したデータに幾つかの仮定を設定しているとか、そういったような前提

要があるという点

 72ページでございますが、指標価格の形成についてのまとめでございます。最適電源構成

モデルによるシミュレーションは、現在の取引所における約定価格が、平均費用及び短期限界

費用の観点からもその時々の取引状況を反映しており、恒常的に大きな価格支配力が働いてい

思われる。なお、参考として、ＰＪＭで用いられている純収益による分析を行ったとこ

結果を統計的に分

析することで、確実性を増すものであることに留意が必要というまとめをさせていただいてお

ります。 

 73ページでございます。取引所に期待される機能として販売調達手段の充実というのが挙

ざいまして、要は

追うという作業で

ございます。これにつきましては、とりあえずアンケート調査というのをいたしております。

結果は74ページでございますが、スポット市場につきましては、電力会社さん、ＰＰＳさん

ともに経済性を追究した利用というのを想定をされている比率が高くなっております。また、

うことではないか

 先渡市場についても、同様の使い方を想定をされております。ただ、ＰＰＳでは、通常時で

の供給力確保、あるいは定検停止時の供給力確保で使うという割合が高いという結果が出てき

ているかと思います。 

 75ページでございますが、従来電力会社間、あるいは電力会社とＰＰＳ間の経済融通とい

うものが取引所取引にうまく移行していくべきだという議論がございました。それが実際にど

うなっているかというものを取引量がどうかということで比較をしております。これを見る限

り取引所の取引量というのは、昨年の10月以降急速に増加をして、過去10年間の経済融通取

引の最大値以上の取引になっているということではないかというふうに思います。 

を置いた上で考えなきゃいけないということ、それから経年的に見ていく必

に留意をしなければいけないのではないかと思っております。 

ないと

ろ、純収益が固定費を上回る結果となった。これらの手法は、長期間の取引

げられていたわけでございます。これもなかなか検証するのが難しい話でご

事業者の方々がどういうものとして取引所を使っておられるのかというのを

自社電源の自己停止時における供給量確保という点でも使っておられるとい

と思います。 
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 最後に76ページでございます。以上のことから、スポット市場、先渡市場はそれぞれ経済

性の追究目的と同様、供給力の確保を目的として利用されている。なお、現

は、経済融通取引の移行先

行のスポット市場

としての機能は十分に果たしていると考えられるというふうにまと

めさせていただいております。 

 少し長くなりましたが、以上でございます。 

うもありがとうございました。 

いたします。 

 武田さん、どうぞ。 

【武田取締役】 少し多くなるのですが、取引所を中心に質問やコメントをさせていただきた

いと思います。 

たしているという評価だと思うのですが、卸市場全体の量で見ますとまだ

１％にも満たないという状況です。したがって、結論で着実に増加という表現になっています

が、着実に増加は正しいと思うのですが、まだ１％にも満たないので、今後とも注視が必要で

はないかと思います。 

すと、受け渡し日の直前ぐらいに成立していることがわかり

ます。先渡しについては、量も少ないのですが、成約についてもそういう状況があって、当初

私どもは、先渡しと言いますと、スポット価格がかなり動くので、ある意味のヘッジ的な機能

と、長期的な供給量の確保として先渡しを望んでいたわけですが、まだそういう機能は果たし

とんど市場分断をしていると

いうことで、多くはＦＣのいろいろな制約が原因ですが、来年度以降、いろいろな施策をとる

にせよ、まだこういう状況がゼロにはならないということですので、ＦＣなどの要因で市場が

分断したときに、だれがどんな被害を被って市場の価格ベースにどういう影響を与えているの

かというような分析、あるいは逆に言うと、それを解消することがメリットだと思いますので、

そういう分断解消によるメリットの分析も今後していただければと思います。 

 ちょっと長くなりますが、指標価格の形成について、72ページに、恒常的に大きな価格支

配力が働いていないという分析結果ですが、これといろいろな分析の仕方で西と東を分けて価

格形成を分析したりしているのですが、電力間の競争が起きているのかどうかということにつ

【金本委員長】 ど

 それでは、ただいまのご説明についてご質問、ご意見ありましたらお願い

 53ページに取引所の概況が示されていて、このまとめでは、当初想定していたより多いの

で、十分機能を果

 それから、２点目は先渡しに関してですが、57ページに先渡しの約定量が示されていて、

約定実績の成立の仕方を見てみま

ていないのではないかと考えています。 

 それから60ページに市場分断の状況が書かれていますが、ほ
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いての分析したデータ等がありましたらコメントをいただければと思います

 それから、あと価格のいろいろな分析の中で、10月くらいまでを分析対象の市場価格とし

て扱っていますけれども、市場の価格の動きを見てもらうとわかるのですが、5

。 

6ページに11

月、12月以降明らかにそれまでと価格形成が変わっているということで、それまでの分析結

果と11月、12月以降一体これがどんな動きをしたと考えられるのと、その分析についてもぜ

すが、私どももアンケートを答えましたが、これはスポット市場とか先渡市場をどのように使

っているかというアンケートではなくて、どのように使いたいかというアンケートであったと

思います。理想的にスポット市場と先渡市場をどうとらえるかというアンケートに対して答え

のですが、多分こ

期尚早の判断かなと思います。後

ろの方に経済融通の移行先の機能としては十分果たしているというような分析結果もあります

が、ＰＰＳとしては、供給力の多様化という観点からすると、もう少し市場に厚みがほしいと

いうのが本音でして、今後とも継続的な評価をお願いしたいと思います。 

 

【片山電力市場整備課長】 価格の指標性のところで恒常的に大きな価格支配力が働いていな

いというところで、電力間の競争とおっしゃったご趣旨はどういう……。 

【武田取締役】 支配力が働いていないのと、例えば電力間競争が起きて、発電のところで電

。電力間競争がき

【片山電力市場整備課長】 誰が、売り札、買い札を出しているのかというものとは直接絡ま

ないということだと思いますけれども、要するに売り手というのは、会員すべて売り手になれ

るわけでございますので、本来であれば、一番正確にやると個々の電源の限界費用なりなんな

りの実績なり、平均費用の実績というものと約定価格というのを比べてどういうふうになって

いるのかと見なきゃいけないわけでございますが、そこには限界のデータの制約というのがご

ざいますので、ある意味で今回はモデルでやったということでございます。ですから、まとめ

てやっていますので、ある意味で個々の取引会員というのが具体的にどういう売り札を入れ、

あるいは買い札を入れという行動をしているのかというのをここでは分析し得ないというのか、

ひ今後進めていただければと思います。 

 最後になりますが74ページに、スポット市場と先渡市場の利用目的のアンケートがありま

たのがこれで、このとおりになっていれば多分使う人たちは理想の取引所な

れでもって取引所もうまくいっているというのはちょっと時

 以上です。 

【金本委員長】 何かお答えしなきゃいけないことはありますでしょうか。

力間競争をきちんとしていますということを、同義語ととらえていいですか

ちんと働いているかどうかというのは別なのでしょうかということです。 
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逆に我々が分析できるようでは、それは多分取引所としては困るということでございましょう

員会のミッションということではないかと思いますが。 

 そんなに細かい分析をしているわけではなくて、例えば供給者が一人だけで需要者がたくさ

んいて、供給者がそうなっているとわかっていると、限界費用に等しい値段をつけるわけがな

らいいてという情

かかりがないのかなという気がいたします。それについては、どこまで取引所

の方でおやりになるのか、もう少し一般に公開できる情報はないのかみたいな議論もあり得る

のかなと思います。 

 そのほか何かございますでしょうか。どうぞ。 

分断しているというようなデータがあるわけですけれども、中身を見ますと、初めのころは下

限制約が非常に多かったということで、これは設備上の特性で仕方のないことかなというふう

に思いますし、段差制約にしましても、これは技術的な対策によっていろいろこれから解消さ

が、コメントでも

における東西市場

分断への対策を講じる必要があると考えられるのではないかというようなコメントがここに評

価として出ていますけれども、この２カ月間だけでこの上限制約が問題であるというふうに判

断するには非常にいろいろ特殊な系統の事情、発電部門の事情というのもありますので、その

後よく見てみないと、もうちょっと長期的に見てみないと、この上限制約についてすぐに

思います。ですか

ら、もともとこのＦＣが建設された物理的な事情から、それから今度市場ができて、新たな使

い方というのがＦＣにできたわけですから、その辺、ハードウエアの問題、そのコスト的な負

担の問題、ソウトフエア的な使い方の議論も含めて、今後していただければというふうに思い

ます。 

【金本委員長】 最近、かなり上限に当たっているというところと今さっき武田さんが言われ

たここの価格の分析もごく直近の11月以降のものはあまりやっていなくて、ここが高くて、

しかも買われているのが電力会社さんのようですということがあるとなかなか興味深いところ

ではあるんですが、ある意味で卸電力の取引というのは、コスト差があると、取引が出てきま

し、まさしく取引所の市場監視委

【金本委員長】 よろしいでしょうか。 

いということですので、どういう供給者がどれぐらいいて、需要者がどれぐ

報がないと取っ

【横山委員】 ＦＣにおける市場分断状況の60ページの図と、その次のコメントなんですけ

れども、10カ月間の様子を見ますと、先ほど武田さんもおっしゃいましたように、ほとんど

れるようなことをやればいいのかなと思います。この２カ月の上限制約です

下限制約が減少し、上限制約は増加してきているというコメントの後にＦＣ

辺今

対策を講じる必要あるかどうかというのはちょっと疑問かなというふうには
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すというところで、平常時、長期的な均衡ですと、それぞれの会社さんが最

ーンを選択されて、皆さん同じようなパターンになってくると取引はないん

が、最近のように燃料価格がぐーんと変化しますと、途端に格差が出てきて

適な燃料等のパタ

だということです

、大きな取引が出

てくるということで、今後どうなるかというのはあるんですが、世の中変化は必ずありますの

で、こういう取引所の価値というのはなくならないんだろうとは思いますけれども。 

すごいかかるということです

どういう取引があるかということと、それから競争政策上どう考えるかということ

と、２つの要因があって、両方ともなかなか難しいということがございます。 

 松村さん。 

【松村委員】 もう既に先ほど言っていただいたので確認ということなんですが、問題なかっ

はなくて、限られ

って、問題ないと

お墨付きを与えたわけではないと。どうしてかというとあらあらの分析だからということを先

ほどおっしゃっていただいたので、それを再度確認したいということなんですが、ここで問題

がないとお墨付きを出したので、もうこれ以上、例えば取引市場でも細かく分析する必要ない

約の中では発見で

いと思います。 

 市場支配力に関しては、まず第一に実際の約定価格との関係でマークアップを見るというの

はもちろん重要な第一歩ではあるんですけれども、本当は入札価格というのとマージナルコス

トの関係とかというようなことを見る必要が厳密にはあるんだろうと思いますし、それから市

一般電気事業者さ

ほかの事業者さん

が出してくれるんだけれども、ＰＰＳさんが同じことをやると途端に価格が上がっちゃうなん

ていうような、そんなことが起こっていると言っているわけじゃないんですが、仮にそんな状

況だということがあったとすると、それはある種のコリュージョンというのをうかがわせるよ

うなことになるわけで、まだ始まって１年もたたない段階でそんなことまでできるなんて到底

思えないわけですし、ましてやこのデータの制約があるということで、ここの経済産業省の方

でやるというのは無理だというのはもちろんわかっているんですが、そういう本来は懸念があ

るのだけれども、そこまではできないという、その制約のもとで問題がなかったと言っている

のにすぎないということをまず確認したいと思います。 

 あと、ＦＣの話はなかなか難しい、増強しようと思うと金が物

が、短期に

た。マークアップ市場支配力に関して問題なかったというメッセージなので

た情報の中でやった中では、大きな問題は発見できなかったということであ

のではないか、そういうことを言ったのでは決してなくて、このデータの制

きなかったということを示しているだけだということを一応確認しておきた

場の厚みということで言うと、例えば同じような価格の動きだったとしても

んが何か事故が起こったというときには、阿吽の呼吸でばっと厚い供給量、
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 それから、２点目ですが、このデータは当然ある種のシミュレーションで

すから、もし先ほどお伺いする限りはかなり正しくコストが出ていると思う

ストがものすごく過少に推定されるということがあったとして、マークアッ

うと思えばすぐ出せるわけですね。逆にコストの方を過大に推計したという

必要ないので、そのままで済むということを考えれば、バイアスなくきちん

やっているわけで

のですが、仮にコ

プがものすごい過

大に出てきたということがあったとすると、実際にデータを持っている方としては、それはモ

デルはとてつもなくおかしいと、実際にはこんなパターンで運転していないということを出そ

ときには別に出す

とモデル化してい

たとしても、潜在的にはそういうバイアスが起こってくるということがあり得るので、ここか

らだけで必然的に市場支配力全く問題ないという結論は出しようがないということを一応確認

して、普通に一般に手に入れられるデータの範囲では問題がなさそうであったということを確

【片山電力市場整備課長】 まさしくおっしゃるとおりだというふうに思います。 

【金本委員長】 基本的に絵を見ていただけると、オフピーク４円とかというのは、だれが見

てもそんなに高く設定推定費用では、限界費用ではないという。ここにかなり張りついている

り上げているとい

 あと、ピーク時についてもこの８月、10月まではそれほど高くはないというので、こうい

った書きぶりになっているということですが、細かく見てみると、市場支配力って何かという

と、値段が上がっているときに普通の取引ならば出すんだけれども、自分のシェアが大きいん

やるというか供給を絞ってやってもっとつり上げようと、これが起きているかどうか

報がないといけな

いということですが、ただピーク時10円とかのデータでございます。そんなことをやる必然

性もないのかなという感じがしますので、最近のように一日で20円とかなっているときに、

これは何だろうというのは少し検討してみる必要はあるかなという気はいたします。 

 どうぞ。 

【寺本事務局長】 ちょっと松村先生のお話に対する逆にご質問をさせていただく格好になる

かもわかりませんが、53ページで12月、１月で非常に取引量がふえているということ、それ

から55ページで買いの約定の割合のところでそのときは11、12、１月と一般電気事業者の買

いが、多分大部分を占めているということ。それから、その次のページの56ページのところ

認したいと思います。 

 質問じゃなくて、確認なので答えていただかなくて結構です。 

といったこともあるので、こういうところを市場支配力でだれかが値段をつ

うのは言えないだろうというのが一つですね。 

でとめて

というのが市場支配力のテストなんですね。この辺はもうちょっと多くの情
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で、その期間に入って価格が急騰しているということ、この３つをとらえれば

ゃったご心配の

、先生がおっし

動きにはなっていないんじゃないかというふうに私には読めたんですけれども、

【松村委員】 しつこいようですが、ここからそういう心配するようなことは一切読み取れま

せんでしたという結論には同意ですと、ここのデータの範囲だけの結論ですよということを確

っていないと。 

【松村委員】 懸念をつけきることはできなかったと。 

【寺本事務局長】 少なくともこのときにはなっていないというふうに言えるということです

ね、将来はわかりませんけれども。 

社が困ったときに

という今松村委員のお話というのは、もし本当にあったら非常にまずいなという気はしますの

で、そこのところはしっかりやっていただきたいなというふうに思います。 

 それから、ＦＣの話は、先ほど最初のときにちょっとコメントしましたので、どうやってつ

と一言言わせてい

 あと、スポットと先渡の話なんですけれども、先ほど武田さんの方からお話ありまして、ス

ポットまだまだ当初見込みよりは多いけれども、まだ全然少ないよというのが実は私の実感で、

スポットが少ないので、まだもうちょっと成長してくれないと価格市場としても弱くて、その

うに、これもコメ

 以上、コメントです。 

【金本委員長】 先渡については、多分先渡市場以外の相対の取引契約があって、それとの総

体で考える必要があって、それを上回るこの先渡市場のメリットが当事者たちにとってあるか

というところがちょっと検討事項なのかなと思います。ノルドプールあたり、最近はよくわか

りませんが、以前に聞いた話ですと、市場で中長期の取引をすると取引相手の倒産リスクやい

ろいろなリスクがカバーできるといったふうないろいろな付加的なメリットがあるというので、

非常に大きなシェアを占めてきたといったことがあるかと思います。そういったことも合わせ

て取引所の方で検討していただくということなのかなという気はいたします。 

違いましょうか。 

認したわけです。 

【寺本事務局長】 ここの範囲ではそういう動きになる、懸念の動きにはな

【金本委員長】 大山先生、どうぞ。 

【大山委員】 今、寺本さんの方からもお話がありましたけれども、電力会

くるかというのが非常に問題だなというふうに思っていると、再度、ちょっ

ただいて。 

ためにリスクヘッジのための先渡という機能がまだできていないなというふ

ントですけれども、そんなふうに感じています。 
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し、踏み込んだ分

んです。ただ、今後の少し先を見据えて一般的な検討の方向

性として２点挙げたいと思うんですね。 

 １点目は、価格と限界費用の乖離というものが恒常的に生じているのかどうかという点に着

離があるのか。恒

 これに関連して、２点目としては、乖離は何が要因かということに関して、何らかの合理性

のあるコストの上乗せ分なのか、あるいはもっと別の何か要因があるのか。可能性はいろいろ

ありうるがその辺の乖離の要因というものを理屈も含めて今後はもっと突き詰めて分析してい

ると思うんですが、

今回の分析を通して何が必要でどんなものが必要でないか、あるいは必要なんだけれども、こ

ういうものは手に入らない、こういうのがほしい、そういったことがいろいろと明らかになっ

てきたと思うんですね。そういうことで、今後のことも考えますと、分析をしていくためのデ

るんだと思います。

続的にモニタリン

グなり検証なりをしていく必要があると考えております。 

 以上です。 

【金本委員長】 その辺は取引所とそれから中立機関の方が一義的には見るということになっ

の人とかに、自分たちでやっているんで見せな

し整理する必要が

あるのかなという気はいたします。 

 ちょっと時間ですが、何か特にということがございますでしょうか。じゃあ、どうも長い間

ご協力ありがとうございました。それでは、あとは事務局の方から何かございましたら。 

【片山電力市場整備課長】 ありがとうございました。 

 次回は、２月24日の金曜日午前10時からということで予定をしております。どうぞよろし

くお願いいたします。 

【金本委員長】 それでは、長い間どうもありがとうございました。 

 時間もあれですが、あと田中さん、どうぞ。 

【田中委員】 卸市場の価格分析ですけれども、今回はデータも少ないです

析まではなかなかできないと思う

目すること。一時的に出てくるのか、あるいはもっと恒常的にこういった乖

常的な場合には何らかの原因分析の必要が出てくるだろう。 

く必要があると思うんです。 

 データに関しては、なかなか入手可能なもの、できないもの、いろいろあ

ータ整備ですとか、そのための体制というのもきちんと考えていく必要があ

きちんとした体制をつくってどんどんデータを蓄積していって、ある意味継

ていますが、そういうところから我々とか一般

いというのもおかしな話だろうと思いますので、その辺の考え方について少


